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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象の画像を生成するイメージング装置と、前記対象の位置及び形状を決定することに
より前記イメージング装置の視野内の前記対象のロケーションを追跡する追跡装置と、を
位置合わせする位置合わせシステムであって、
　前記画像内の対象を検出する対象検出ユニットであって、ａ）前記対象が位置する前記
画像内の任意の位置を示すために、ユーザがマーカを前記画像に加えることを可能にし、
ｂ）前記加えられたマーカを利用して前記画像内における前記対象の表現を算出する、対
象検出ユニットと、
　前記追跡装置と前記イメージング装置との位置合わせを規定する位置合わせパラメータ
を決定する位置合わせユニットであって、前記イメージング装置の視野内の対象の追跡さ
れたロケーション及び前記画像内の前記対象の前記表現のロケーションに基づいて、前記
位置合わせパラメータを決定する、位置合わせユニットと、
を有する位置合わせシステム。
【請求項２】
　前記イメージング装置は、前記視野の２次元投影画像を生成し、
　前記対象検出ユニットは、ａ）前記２次元投影画像内の前記対象を示すために、ユーザ
がマーカを前記２次元投影画像に加えることを可能にし、ｂ）前記加えられたマーカを利
用して前記２次元投影画像内における前記対象の表現を算出し、
　前記位置合わせユニットは、前記イメージング装置の前記視野内の前記対象の追跡され
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たロケーション及び前記２次元投影画像における前記対象の前記表現のロケーションに基
づいて、前記位置合わせパラメータを決定する、請求項１に記載の位置合わせシステム。
【請求項３】
　前記イメージング装置は、それぞれ異なる投影方向に対応する少なくとも２つの２次元
投影画像を生成し、
　前記対象検出ユニットは、ａ）前記異なる２次元投影画像内の対象を示すために、ユー
ザがマーカを前記２次元投影画像の各々に加えることを可能にし、ｂ）前記加えられたマ
ーカを利用して前記２次元投影画像内における前記対象の表現を算出し、
　前記位置合わせユニットは、前記視野内の対象の追跡されたロケーション及び前記２次
元投影画像内の前記対象の前記表現のロケーションに基づいて、前記位置合わせパラメー
タを決定する、請求項２に記載の位置合わせシステム。
【請求項４】
　前記追跡装置は、前記対象の３次元ロケーションを追跡し、
　前記位置合わせユニットは、前記２次元投影画像を生成するために前記イメージング装
置によって使用される投影ジオメトリを考慮して前記対象の追跡された３次元ロケーショ
ンの２次元投影を計算するとともに、前記追跡装置によって規定される座標系と前記イメ
ージング装置によって規定される座標系との間の空間変換を計算することによって、前記
位置合わせパラメータを決定し、前記空間変換が、前記対象の前記追跡された３次元ロケ
ーションの計算された２次元投影と、前記２次元投影画像における前記対象の前記表現の
ロケーションとの間の偏差を最小にする、請求項２に記載の位置合わせシステム。
【請求項５】
　前記追跡装置は、光学形状センシングによって前記対象のロケーションを追跡し、
　前記位置合わせユニットは、前記光学形状センシングによって追跡される前記イメージ
ング装置の視野内の前記対象のロケーション及び前記画像内の対象の前記表現のロケーシ
ョンに基づいて、前記位置合わせパラメータを決定する、請求項１に記載の位置合わせシ
ステム。
【請求項６】
　前記位置合わせシステムは、ユーザに対する支援を提供し、前記支援は、（１）全体の
画像より小さいＲＯＩを規定すること、（２）アルゴリズムの結果から前記対象のセグメ
ントを選択すること、又は（３）アルゴリズムにより要求される位置に前記対象を位置付
けること、のうち少なくとも１つを含む、請求項１に記載の位置合わせシステム。
【請求項７】
　前記対象検出ユニットは、前記画像の画像値に基づいて前記画像内の対象のロケーショ
ンを示すロケーション情報を決定し、前記加えられたマーカ及び前記ロケーション情報に
基づいて、前記画像内における前記対象の前記表現を算出する、請求項６に記載の位置合
わせシステム。
【請求項８】
　前記対象検出ユニットは、前記ロケーション情報に依存して前記加えられたマーカの位
置を補正し及び前記マーカの補正された位置に基づいて前記画像における前記対象の表現
を決定することによって、前記画像内における前記対象の前記表現を算出する、請求項７
に記載の位置合わせシステム。
【請求項９】
　前記イメージング装置は、それぞれ異なる投影方向に対応する少なくとも２つの２次元
投影画像を提供し、
　前記対象検出ユニットは、ａ）前記２次元投影画像のうち第１の画像内の対象を示すた
めに、ユーザがマーカを前記第１の画像に加えることを可能にし、ｂ）前記加えられたマ
ーカに基づいて前記第１の画像内における前記対象の第１の表現を算出し、前記２次元投
影画像のうち第２の画像の画像値に基づいて前記第２の画像内における前記対象の第２の
表現を算出し、
　前記位置合わせユニットは、前記視野内の前記対象の追跡されたロケーション並びに前
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記第１及び前記第２の画像内の前記対象の前記第１及び第２の表現のロケーションに基づ
いて、前記位置合わせパラメータを決定する、請求項１に記載の位置合わせシステム。
【請求項１０】
　対象をイメージングするイメージングシステムであって、
　関心領域の画像を生成するイメージング装置と、
　前記対象の位置及び形状を決定することにより前記関心領域内の前記対象のロケーショ
ンを追跡する追跡装置と、
　位置合わせパラメータを決定する、請求項１に記載の位置合わせシステムと、
　前記対象の追跡されたロケーション及び前記決定された位置合わせパラメータに基づい
て、前記関心領域の画像内の前記対象のロケーションを決定するロケーション決定ユニッ
トと、
を有する、イメージングシステム。
【請求項１１】
　介入プロシージャを実施するための介入器具と、関介入器具をイメージングするための
請求項１０に記載のイメージングシステムと、を有する介入システム。
【請求項１２】
　対象の画像を生成するイメージング装置と、前記対象の位置及び形状を決定することに
よって前記イメージング装置の視野内の前記対象のロケーションを追跡する追跡装置と、
を位置合わせする位置合わせ方法であって、
　対象検出ユニットによって前記画像内の対象を検出するステップであって、前記対象検
出ユニットが、ａ）前記対象が位置する前記画像内の任意の位置を示すために、ユーザが
マーカを前記画像に加えることを可能にし、ｂ）前記加えられたマーカを利用して、前記
画像内における前記対象の表現を算出する、ことを含むステップと、
　位置合わせユニットによって前記イメージング装置と前記追跡装置の位置合わせを規定
する位置合わせパラメータを決定するステップであって、前記位置合わせユニットが、前
記イメージング装置の視野内の前記対象の追跡されたロケーション及び前記画像内の前記
対象の前記表現のロケーションに基づいて、前記位置合わせパラメータを決定する、こと
を含むステップと、
を含む位置合わせ方法。
【請求項１３】
　対象をイメージングするイメージングシステムの作動方法であって、
　イメージング装置が、関心領域の画像を生成するステップと、
　追跡装置が、前記対象の位置及び形状を決定することにより前記関心領域内の対象のロ
ケーションを追跡するステップと、
　位置合わせシステムが、請求項１２に記載の位置合わせ方法によって、位置合わせパラ
メータを決定するステップと、
　ロケーション画像生成ユニットが、前記対象の追跡されたロケーション、前記関心領域
の画像、及び前記決定された位置合わせパラメータに基づいて、前記関心領域の画像内の
前記対象のロケーションを示すロケーション画像を生成するステップと、
を含む、イメージングシステムの作動方法。
【請求項１４】
　対象の画像を生成するイメージング装置と、前記対象の位置及び形状を決定することに
よって前記イメージング装置の視野内の前記対象のロケーションを追跡する追跡装置と、
を位置合わせするための位置合わせコンピュータプログラムであって、前記位置合わせコ
ンピュータプログラムが請求項１に記載の位置合わせシステムを制御するコンピュータ上
でランされるとき、前記位置合わせシステムに、請求項１２に記載の位置合わせ方法の各
ステップを実行させるプログラムコード手段を有する位置合わせコンピュータプログラム
。
【請求項１５】
　対象をイメージングするためのイメージングコンピュータプログラムであって、前記イ
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メージングコンピュータプログラムが請求項１０に記載のイメージングシステムを制御す
るコンピュータ上でランされるとき、前記イメージングシステムに、請求項１３に記載の
イメージングシステムの作動方法の各ステップを実行させるプログラムコード手段を有す
るイメージングコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、イメージング装置を追跡装置と位置合わせするための位置合わせシステム、
位置合わせ方法及び位置合わせコンピュータプログラムに関する。本発明は、更に、対象
をイメージングするためのイメージングシステム、イメージング方法及びイメージングコ
ンピュータプログラムに関する。本発明は更に、イメージングシステムを有する介入シス
テムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　国際公開第2013/001388A1号公報は、身体ルーメンのライブの３次元画像を提供するシ
ステムを開示している。システムは、身体ルーメンのＸ線画像を生成するＸ線システム、
及び身体ルーメン内の可撓性の外科ツールの３次元形状を決定する光学的形状センシング
装置（optical shape sensing、ＯＳＳ）を有する。可撓性の外科ツールの決定された３
次元形状及び身体ルーメンのＸ線画像は、特にＸ線画像の外科ツールのセグメント化に基
づいて、互いに位置合わせされる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　米国特許出願公開第2010/0056904A1号公報は、挿入部位から患者内の処置部位までナビ
ゲートされる、カテーテルのような介入器具を有する介入システムを開示している。ナビ
ゲーションプロシージャの間、光学ファイバ部材を備える介入器具は、ＯＳＳを使用する
ことによって追跡され、追跡されたロケーションは、患者の磁気共鳴画像内に表示される
。ＯＳＳによって追跡される介入器具のロケーションを、患者の磁気共鳴画像上に表示す
るために、介入器具を追跡するＯＳＳ追跡システムと磁気共鳴画像を生成する磁気共鳴イ
メージングシステムとが、互いに位置合わせされる必要がある。位置合わせは、磁気共鳴
画像内に、介入器具の光学ファイバ部材上の複数の既知のポイントをマーキングすること
によって実施され、ここで既知のポイントは、磁気共鳴画像内において可視であるマーカ
を保持する。
【０００４】
　この介入プロシージャは、マーカを有する光学ファイバ部材を具備する特定の介入器具
によってのみ実施されることができ、かかるマーカは、磁気共鳴画像において可視である
。従って、介入プロシージャは、特定の介入器具にのみ制限される。
【０００５】
　本発明の目的は、対象の画像を生成するイメージング装置を、対象のロケーションを追
跡する追跡装置と位置合わせするための位置合わせシステム、位置合わせ方法、及び位置
合わせコンピュータプログラムを提供することであり、それらにおいて、特定の対象に対
する制限が低減される。更に、本発明の目的は、位置合わせシステムから得られる位置合
わせ結果を使用する、対象をイメージングするためのイメージングシステム、イメージン
グ方法、及びイメージングコンピュータプログラムを提供することである。本発明の他の
目的は、イメージングシステムを有する介入システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の見地において、対象の画像を生成するイメージング装置を、対象の位置
及び形状を決定することによりイメージング装置の視野内の対象のロケーションを追跡す
る追跡装置と位置合わせするように適応される位置合わせシステムであって、画像内の対
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象を検出する対象検出ユニットであって、ａ）対象が位置する画像内の任意の位置を示す
ために、ユーザがマーカを画像に加えることを可能にし、ｂ）加えられたマーカに基づい
て、画像内に対象の表現を提供する、ように適応される対象検出ユニットと、イメージン
グ装置と追跡装置との位置合わせを規定する位置合わせパラメータを決定する位置合わせ
ユニットであって、イメージング装置の視野内の対象の追跡されたロケーション及び画像
内の対象の表現のロケーションに基づいて、位置合わせパラメータを決定するように適応
される位置合わせユニットと、を有する位置合わせシステムが提示される。
【０００７】
　対象検出ユニットは、ユーザが、対象が位置する画像内の任意の位置を示すために、画
像にマーカを加えることを可能にするように適応され、任意の位置におけるこれらのマー
カは、画像内に対象の表現を提供するために使用され、位置合わせはその位置に基づいて
行われるので、対象は、マーキングされる必要のある複数の既知の位置にマーカを保持す
る光学ファイバ部材を有する必要がない。ユーザは、ただ任意の位置においてマーカを画
像に加えるだけでよく、これらの任意の位置は、例えば、対象に対して知られたものであ
る必要はなく、同様に、対象は、既知の位置にマーカを有する必要がない。位置合わせは
、ユーザにとって画像内で可視である任意の対象を用いて実施されることができ、それに
よって、位置合わせのために使用されることができる特定の対象への制限を低減すること
ができる。
【０００８】
　対象は、好適には、例えばカテーテル、ニードル、ガイドワイヤ等の介入器具のような
デバイスである。
【０００９】
　一実施形態において、イメージング装置は、視野の２次元投影画像を生成するように適
応され、対象検出ユニットは、ａ）２次元投影画像内の対象を示すために、ユーザがマー
カを２次元投影画像に加えることを可能にし、ｂ）加えられたマーカに基づいて、２次元
投影画像内に対象の表現を提供するように適応され、位置合わせユニットは、イメージン
グ装置の視野内の対象の追跡されたロケーション及び２次元投影画像内の対象の表現のロ
ケーションに基づいて、位置合わせパラメータを決定するように適応される。特に、イメ
ージング装置は、それぞれ異なる投影方向に対応する少なくとも２つの２次元投影画像を
生成するように適応され、対象検出ユニットは、ａ）ユーザが、それぞれ異なる２次元投
影画像内に対象を示すために、２次元投影画像の各々にマーカを加えることを可能にし、
ｂ）加えられたマーカに基づいて、２次元投影画像内に対象の表現を提供する、ように適
応され、位置合わせユニットは、イメージング領域の対象の追跡されたロケーション及び
２次元投影画像における対象の表現のロケーションに基づいて、位置合わせパラメータを
決定するように適応される。イメージング装置は、好適には、１又は複数の２次元Ｘ線投
影画像を生成するように適応される。位置合わせパラメータが決定されたのち、個々の２
次元投影画像が、実際の画像ではなく、もっと古いものであっても、対象の実際のロケー
ションが、個々の２次元投影画像に表示されることができる。従って、例えば、介入プロ
シージャの最中、対象が移動される間、実際の２次元投影画像が提供されることを要求す
ることなく、この例では介入器具である対象のロケーションが、それぞれ異なる２次元投
影画像に表示されることができる。
【００１０】
　追跡装置は、好適には、対象の３次元ロケーションを追跡するように適応され、位置合
わせユニットは、２次元投影画像を生成するイメージング装置によって使用される投影ジ
オメトリを考慮して対象の追跡された３次元ロケーションの２次元投影を計算し、及び追
跡装置によって規定される座標系とイメージング装置によって規定される座標系の間の空
間変換を計算することによって、位置合わせパラメータを決定するように適応され、空間
変換は、対象の追跡された３次元ロケーションの計算された２次元投影と、２次元投影画
像内における対象の表現のロケーションとの間の偏差を最小にする。追跡されるロケーシ
ョンは３次元であり、画像は２次元であるが、これは、位置合わせパラメータを比較的正
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確に決定することを可能にする。
【００１１】
　追跡装置は、ＯＳＳによって対象のロケーションを追跡するように適応され、位置合わ
せユニットは、ＯＳＳによって追跡されるイメージング装置の視野内の対象のロケーショ
ン及び画像内における対象の表現のロケーションに基づいて、位置合わせパラメータを決
定するように適応されることが好ましい。ＯＳＳは、非常に正確に且つユーザによって容
易に扱われることができるやり方で、対象のロケーションを追跡することを可能にする。
例えば、対象のロケーションを追跡するために、電磁界のような付加の場を提供する必要
はない。
【００１２】
　対象検出ユニットは、画像内における対象の表現として、加えられたマーカを提供する
ように適応されることができる。しかしながら、対象検出ユニットは更に、加えられたマ
ーカに基づいて、表現を決定し、特に計算するように適応されることができる。例えば、
対象が長めの対象である場合、対象検出ユニットは、加えられたマーカをラインによって
接続することによって、画像内における対象の表現を決定するように適応されることがで
きる。従って、対象は、加えられたマーカを接続する複数のラインセグメントによって表
現されることができる。しかしながら、対象検出ユニットは、加えられたマーカに曲線を
フィットさせることによって、画像内における対象の表現を決定するようにも適応される
ことができる。更に、対象検出ユニットは、加えられたマーカ及び画像の画像値に基づい
て、画像内に対象の表現を提供するように適応されることができる。更に、画像内におけ
る対象の表現を提供する間に画像値を考慮することは、画像内における対象の位置及び形
状により良くフィットする表現を与えることができ、それにより位置合わせの正確さを改
善する。
【００１３】
　例えば、対象検出ユニットは、画像の画像値に基づいて、画像内の対象のロケーション
を示すロケーション情報を決定し、加えられたマーカ及びロケーション情報に基づいて、
画像内に対象の表現を提供するように適応されることができる。特に、対象検出ユニット
は、画像内における対象のロケーションを示す、すなわち例えば画像内における長めの対
象の空間的な走行を示すロケーション情報を生成するために、対象検出アルゴリズムを画
像に適用するように適応されることができる。例えば、セグメント化アルゴリズムが、画
像内の対象をセグメント化するために画像に適用されることができ、その場合、セグメン
ト化される対象は、この例ではロケーション情報である。対象が位置する画像内の任意の
位置を示す手動で加えられるマーカは、自動的に決定されるロケーション情報よりも信頼
できるものであると考えられるので、対象検出ユニットは好適には、画像内の対象の表現
の決定の最中、加えられるマーカがロケーション情報より重く加重されるように適応され
る。例えば、表現を決定するために、表現と加えられたマーカとの間の距離を短縮するこ
とに伴って減少し、画像値から決定されるロケーション情報によって示される画像内の対
象のロケーションと表現との間の距離を短縮することに伴って減少する費用関数が用いら
れることができる。
【００１４】
　表現と加えられたマーカとの間の距離は、画像値から決定されるロケーション情報によ
って示されるロケーションと表現との間の距離よりも費用関数に大きく寄与することがで
きる。対象検出ユニットは、費用関数を最小にすることによって表現を決定するように適
応されることができる。
【００１５】
　対象検出ユニットは、画像内の対象のロケーションを示す、画像の画像値に基づき決定
されたロケーション情報に依存して、加えられたマーカの位置を補正することによって、
及びマーカの補正された位置に基づいて画像内に対象の表現を提供することによって、画
像内に対象の表現を提供するように適応されることができる。例えば、画像領域が対象に
対応する見込みを示す尺度であって、１又は複数の画素によって形成されることができる
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尺度が、ロケーション情報によって規定される画像領域及びユーザにより加えられたマー
カによって規定される画像領域に適用されることができ、この場合、ロケーション情報に
よって規定される画像領域に適用される尺度と、ユーザにより加えられたマーカによって
規定される画像領域に適用される尺度との間の差異が、予め規定された閾値より大きい場
合、ユーザにより加えられたマーカの近傍に位置するシフトされたマーカがより小さい差
異をもたらすかどうかが判定されることができる。そうである場合、シフトされたマーカ
が、ユーザにより加えられたマーカの代わりに使用されることができ、補正されたマーカ
とみなされることができる。このようにして、少なくとも１つのマーカが補正されること
ができ、画像内における対象の表現は、少なくとも１つの補正されたマーカ及び任意には
ユーザにより更に加えられた補正されていないマーカに基づいて、提供されることができ
る。この理由は、補正されたマーカは、すでに最初に十分な正確さを伴って画像内におけ
る対象のロケーションを示すからであり、すなわち例えば、シフトされたマーカは、個々
のマーカによって規定される画像領域に適用される尺度と、ロケーション情報によって規
定される画像領域に適用される尺度との間のより小さい差異を与えないからである。尺度
は、例えば血管らしさ（vesselness）応答でありうる。特にユーザがマーカを画像に単に
雑に加えた場合、ロケーション情報に依存して加えられたマーカの位置を補正することは
、位置合わせの正確さを一層改善することができ、この場合、画像内における対象の表現
は、マーカの補正された位置に基づいて提供される。
【００１６】
　イメージング装置は、それぞれ異なる投影方向に対応する少なくとも２つの２次元投影
画像を提供するように適応されることができ、対象検出ユニットは、ａ）ユーザが、２次
元投影画像のうち第１の画像内の対象を示すために、第１の画像にマーカを加えることを
可能にし、ｂ）加えられたマーカに基づいて第１の画像内に対象の第１の表現を提供し、
２次元投影画像のうち第２の画像の画像値に基づいて第２の画像内に対象の第２の表現を
提供する、ように適応されることができ、位置合わせユニットは、イメージング領域にお
ける対象の追跡されたロケーション並びに第１及び第２の画像内の対象の第１及び第２の
表現のロケーションに基づいて、位置合わせパラメータを決定するように適応されること
ができる。例えば、対象検出ユニットは、第２の画像内の対象のロケーションを示すロケ
ーション情報を決定するために、対象検出アルゴリズムを第２の画像の画像値に適用する
ことができる。この対象検出アルゴリズムは、例えば第２の画像内の対象をセグメント化
するセグメント化アルゴリズムであり、セグメント化された対象は、第２の画像内の第２
の表現を規定するロケーション情報であるとみなされることができる。位置合わせパラメ
ータの決定の最中、加えられたマーカに基づいて提供された第１の画像内の第１の表現は
、第２の画像内の対象の第２の表現よりも一層好適であると考えられ、その理由は、ユー
ザ入力に基づく第１の表現が、第２の表現より信頼性が高いと考えられるからである。こ
れは、位置合わせプロセスの最中、各投影画像において個々の投影画像内の対象の位置を
示すマーカをユーザが加える必要なく、それぞれ異なる投影画像内の表現を考慮すること
を可能にする。
【００１７】
　本発明の別の見地において、対象をイメージングするイメージングシステムであって、
対象の位置及び形状を決定することによって、関心領域（ＲＯＩ）の画像を生成するイメ
ージング装置と、関心領域における対象のロケーションを追跡する追跡装置と、位置合わ
せパラメータを決定する請求項１に記載の位置合わせシステムと、対象の追跡されたロケ
ーション及び決定された位置合わせパラメータに基づいて、関心領域の画像内の対象のロ
ケーションを決定するロケーション決定ユニットと、を有するイメージングシステムが提
示される。
【００１８】
　関心領域の画像内の対象のロケーションは、対象の追跡されたロケーション及び決定さ
れた位置合わせパラメータに基づいて決定されるので、関心領域の画像が、関心領域内の
対象の実際のロケーションを表示する実際の画像である必要はない。事実、関心領域の画
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像は、より古い画像でもよく、この画像において、関心領域内の対象の実際のロケーショ
ンが、位置合わせパラメータ及び対象の実際に追跡されたロケーションに基づいて、表示
されることができる。
【００１９】
　本発明の他の見地において、介入プロシージャを実施するための介入器具と、請求項１
０に記載の介入器具をイメージングするためのイメージングシステムと、を有する介入シ
ステムが提示される。
【００２０】
　本発明の別の見地において、対象の画像を生成するイメージング装置を、対象の位置及
び形状を決定することによりイメージング装置の視野内の対象のロケーションを追跡する
追跡装置と位置合わせするように適応される位置合わせ方法であって、対象検出ユニット
によって画像の対象を検出するステップであって、対象検出ユニットが、ａ）ユーザが、
対象が位置する画像内の任意の位置を示すために画像にマーカを加えることを可能にし、
ｂ）加えられたマーカに基づいて、画像内に対象の表現を提供する、ことを含むステップ
と、位置合わせユニットによって、追跡装置とイメージング装置との位置合わせを規定す
る位置合わせパラメータを決定するステップであって、位置合わせユニットが、イメージ
ング装置の視野内の対象の追跡されたロケーション及び画像内の対象の表現のロケーショ
ンに基づいて位置合わせパラメータを決定する、ことを含むステップと、を有する位置合
わせ方法が提示される。
【００２１】
　本発明の他の見地において、対象をイメージングするイメージング方法であって、イメ
ージング装置によって、関心領域の画像を生成するステップと、追跡装置によって、対象
の位置及び形状を決定することにより関心領域の対象のロケーションを追跡するステップ
と、請求項１２に記載の位置合わせ方法によって位置合わせパラメータを決定するステッ
プと、ロケーション画像生成ユニットによって、対象の追跡されたロケーション、関心領
域の画像、及び決定された位置合わせパラメータに基づいて、関心領域の画像内の対象の
ロケーションを示すロケーション画像を生成するステップと、を含む方法が提示される。
【００２２】
　本発明の別の見地において、対象の位置及び形状を決定することによってイメージング
装置の視野内の対象のロケーションを追跡する追跡装置と、対象の画像を生成するイメー
ジング装置を位置合わせするように適応される位置合わせコンピュータプログラムであっ
て、位置合わせコンピュータプログラムが位置合わせシステムを制御するコンピュータ上
でランされるとき、請求項１に記載の位置合わせシステムに、請求項１２に記載の位置合
わせ方法の各ステップを実施させるプログラムコード手段を有する、位置合わせコンピュ
ータプログラムが提示される。
【００２３】
　本発明の他の見地において、対象をイメージングするイメージングコンピュータプログ
ラムであって、イメージングコンピュータプログラムがイメージングシステムを制御する
コンピュータ上でランされるとき、請求項１０に記載のイメージングシステムに、請求項
１３に記載のイメージング方法の各ステップを実施させるプログラムコード手段を有する
、イメージングコンピュータプログラムが提示される。
【００２４】
　本発明の別の見地において、方法及びユーザインタフェースであって、イメージングシ
ステムが、例えば、画像上に関心領域を配置し関心領域とインタラクトすること、２又は
それ以上の関心領域を配置しそれとインタラクトすること、又は画像内の選択された「候
補」のポイントロケーション（例えば器具の先端のロケーション）の中から選択を行うこ
と、のような代替手法を使用して、位置合わせのためにユーザ情報を受け入れることを可
能にすることによって、提供される位置合わせの使用を多くの異なるワークフローシナリ
オ及びユーザ嗜好にまで拡張する。
【００２５】
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　請求項１に記載の位置合わせシステム、請求項１０に記載のイメージングシステム、請
求項１１に記載の介入システム、請求項１２に記載の位置合わせ方法、請求項１３に記載
のイメージング方法、請求項１４に記載の位置合わせコンピュータプログラム、及び請求
項１５に記載のイメージングコンピュータプログラムは、従属請求項に記載の同様の及び
／又は同一の好適な実施形態を有することが理解されるべきである。
【００２６】
　本発明の好適な実施形態は、個々の独立請求項と従属請求項又は上述の実施形態との任
意の組み合わせであってもよいことが理解されるべきである。
【００２７】
　本発明のこれら及び他の見地は、以下に記述される実施形態から明らかになり、それら
を参照して説明される。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】介入システムの実施形態を概略的及び例示的に示す図。
【図２】介入システムのイメージング装置によって取得された２つの投影画像を概略的及
び例示的に示す図。
【図３】ユーザによって投影画像に加えられたマーカを概略的及び例示的に示す図。
【図４】投影画像に表示されるガイドワイヤの表現を概略的及び例示的に示す図。
【図５】位置合わせ結果を概略的及び例示的に示す図。
【図６】ガイドワイヤをイメージングするイメージング方法の実施形態を例示的に示すフ
ローチャート。
【図７】介入システムのイメージング装置によって取得された投影画像のガイドワイヤの
他の表現を概略的及び例示的に示す図。
【図８】介入システムのイメージング装置によって生成される他の投影画像を示す図であ
って、ガイドワイヤのロケーションを示すためのマーカが投影画像に雑に加えられている
図。
【図９】個々の投影画像におけるガイドワイヤを近似するための経路を概略的及び例示的
に示す図。
【図１０】個々の投影画像におけるガイドワイヤを近似するための経路を概略的及び例示
的に示す図。
【図１１】他の位置合わせ結果を概略的及び例示的に示す図。
【図１２】位置合わせプロシージャを概略的及び例示的に示す図。
【図１３】長方形を移動させることによるデバイスローカライゼーションを概略的及び例
示的に示す図。
【図１４】関心領域にデバイスを移動させることによるデバイスローカライゼーションを
概略的及び例示的に示す図。
【図１５】自動的に検出された先端候補からの選択を概略的及び例示的に示す図。
【図１６】規定された解剖学的位置にデバイスを移動させることによるデバイスローカラ
イゼーションを概略的及び例示的に示す図。
【図１７】複数の関心領域からの選択を概略的及び例示的に示す図。
【図１８】ガイドワイヤの入口位置を規定するためのスライダの使用を概略的及び例示的
に示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　図１は、介入システムの実施形態を概略的及び例示的に示す。介入システム１は、介入
プロシージャを実施する介入器具３３を有する。この実施形態において、介入器具３３は
、カテーテル制御ユニット１５によって制御されるカテーテルである。カテーテル制御ユ
ニット１５及びカテーテル３３は、例えば、患者テーブル２６のような支持手段上に横た
わる人２５の心臓２４内においてアブレーションプロシージャを実施するように適応され
ることができる。しかしながら、カテーテル３３及びカテーテル制御ユニット１５は、別
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の介入プロシージャを実施するように適応されることもできる。更に、介入システムは、
ニードルのような別の介入器具を有することができる。この実施形態において、カテーテ
ル３３は無線周波数（ＲＦ）アブレーションプロシージャを適用するように適応され、カ
テーテル制御ユニット５０は、ＲＦエネルギーを、カテーテル３３の先端２３に配される
アブレーション電極に供給するように適応される。
【００３０】
　心臓２４にカテーテル３３を挿入するために、更なる介入器具であるガイドワイヤが使
用され、ガイドワイヤは、人２５内のガイドワイヤのロケーションを決定するための、す
なわち、ＯＳＳによって人２５内のガイドワイヤの位置及び形状を決定するために、追跡
制御ユニット４に接続されるＯＳＳファイバを具備する。人２５内のガイドワイヤのロケ
ーションを決定するために、米国特許第7,772,541B2号公報に開示される技法のような知
られているＯＳＳ技法が使用されることができ、その内容は、参照によってここに盛り込
まれるものとする。ＯＳＳファイバを具備するガイドワイヤ及び追跡制御ユニット４、特
にＯＳＳファイバ及び追跡制御ユニット４は、人２５の身体内のガイドワイヤのロケーシ
ョンを追跡する追跡装置とみなされることができる。
【００３１】
　介入システム１は更に、本実施形態においてはＸ線Ｃアームシステムであるイメージン
グ装置２を有する。イメージング装置２は、人２５を横切るＸ線１９を生成するＸ線源１
８と、人２５を横切った後のＸ線を検出するＸ線検出器２１とを有する。Ｘ線源１８及び
Ｘ線検出器２１は、さまざまな異なる投影方向においてＸ線投影画像を取得するために人
２５の周りを回転できるＣアーム２０に取り付けられる。イメージング装置は、イメージ
ング装置制御ユニット２２によって制御され、イメージング装置制御ユニット２２は、Ｘ
線検出器２１から検出値を受け取り、受け取った検出値に基づいて２次元投影画像を生成
する。２次元投影画像は、２次元投影画像内のガイドワイヤを検出するための対象検出ユ
ニット５に提供され、対象検出ユニット５は、ａ）ガイドワイヤが位置する２次元投影画
像内の任意の位置を示すために、ユーザがマーカを該２次元投影画像に加えることを可能
にし、ｂ）加えられたマーカに基づいて、２次元投影画像内にガイドワイヤの表現を提供
する、ように適応される。対象検出ユニット５は、好適には、ユーザが、キーボード、コ
ンピュータマウス、タッチスクリーン、その他の入力ユニット１６及びディスプレイ１７
を使用することによって、マーカを２次元投影画像に加えることを可能にするグラフィカ
ルユーザインタフェースを提供する。
【００３２】
　マウスの使用は、位置合わせステップにおいて低減され又は排除されることができる。
一実施形態において、ユーザは、タッチスクリーン装置を使用してすべてのステップを実
行する。別の実施形態において、ユーザは、何もクリックせず又はタッチせずに、画像上
の強調表示された領域にマーカを配置する。別の実施形態において、ユーザは、システム
によってリクエストされた又は計画ステップにおいて入力された予め規定された解剖学的
領域にマーカを持っていく。
【００３３】
　図２は、それぞれ異なる投影方向において取得された２つの２次元投影画像７、８を概
略的及び例示的に示しており、各々の２次元投影画像７、８は、ガイドワイヤ３を示して
いる。図３は、ユーザによって２次元投影画像７、８に加えられたマーカ９を概略的及び
例示的に示す。図４は、加えられたマーカ９に基づいて、対象検出ユニット５によって決
定されたガイドワイヤ３の表現１０を概略的に及び例示的に示す。この実施形態において
、対象検出ユニット５は、加えられた複数のマーカを複数のラインセグメントによって単
に接続することによって、表現１０を決定する。別の実施形態において、対象検出ユニッ
ト５は、別のやり方で、例えば加えられた複数のマーカ９に曲線をフィットさせることに
よって、加えられたマークに基づいて表現を決定するように適応されることができる。
【００３４】
　介入システム１は、イメージング装置２と追跡装置３、４との位置合わせを規定する位
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置合わせパラメータを決定する位置合わせユニット６を更に有し、位置合わせユニット６
は、イメージング装置２の視野内におけるガイドワイヤ３の追跡されたロケーション、及
び２次元投影画像７、８内のガイドワイヤ３の表現１０のロケーションに基づいて、位置
合わせパラメータを決定するように適応される。特に、位置合わせユニット６は、２次元
投影画像７、８を生成するためにイメージング装置によって使用される投影ジオメトリを
考慮してガイドワイヤ３の追跡された３次元ロケーションの２次元投影を計算し、及び追
跡装置３、４によって規定される座標系とイメージング装置２によって規定される座標系
との間の空間変換を計算することによって、位置合わせパラメータを決定するように適応
され、空間変換は、ガイドワイヤ３の追跡された３次元ロケーションの計算された２次元
投影と２次元投影画像７、８におけるガイドワイヤ３の表現１０のロケーションとの間の
偏差を最小にする。
【００３５】
　図５は、位置合わせ結果を示す。特に、図５において、追跡装置によって供給されるガ
イドワイヤ３のロケーションは、実線１１によって示されており、かかる実線１１は、個
々の２次元保護画像７、８に表示されるガイドワイヤ３のロケーションに非常によく対応
する。図５に示される２次元投影画像７、８において、ガイドワイヤ３の先端及び実線１
１の先端は、重なり合っていないが、これは単に、この例では物理的にＯＳＳファイバが
ガイドワイヤ３の先端に到達していないという理由によることに留意すべきである。しか
しながら、別の実施形態において、ＯＳＳファイバがガイドワイヤ３の先端に到達してい
る場合、ガイドワイヤ３の先端の追跡されたロケーションもまた、個々の投影画像に表示
されるガイドワイヤ３のロケーションに非常に良く対応し、それにより、図５の実線１１
は、２次元投影画像７、８のガイドワイヤ３を完全にカバーする。図５の２次元投影画像
７、８に表示される人３２は、単に２つの２次元投影画像７、８の間の空間関係を示すよ
うに使用される。人３２は、任意のものであり、２次元投影画像７、８に表示されなくて
もよい。
【００３６】
　位置合わせが完了されたのち、ガイドワイヤ３は、人２５の範囲内で移動されることが
でき、移動中、追跡装置３、４は、人２５内のガイドワイヤのロケーションを追跡し、ガ
イドワイヤ３の追跡されたロケーションは、２次元投影画像７、８に表示されることがで
きる。ここで、これらの投影画像は必ずしも再度取得される必要がなく、その理由は、ロ
ケーション決定ユニット１４が、ガイドワイヤ３の追跡された実際のロケーション及び決
定された位置合わせパラメータに基づいて、ガイドワイヤ３が実際に移動される関心領域
の以前に取得された２次元投影画像内でガイドワイヤ３のロケーションを決定することが
できるからである。従って、人２５の内部の解剖学的構造に対し人２５内のガイドワイヤ
３のロケーションを決定するために２次元投影画像を取得する必要はない。
【００３７】
　対象検出ユニット５及び位置合わせユニット６は、イメージング装置２を追跡装置３、
４と位置合わせするための位置合わせシステム１３を形成するものとみなされることがで
きる。更に、イメージング装置２、追跡装置３、４、位置合わせシステム１３及びロケー
ション決定ユニット１４は、人２５内のガイドワイヤ３をイメージングするイメージング
システムを形成するものとみなされることができる。
【００３８】
　以下において、介入プロシージャをモニタするためのイメージング方法の実施形態が、
図６に示されるフローチャートを参照して例示的に記述される。
【００３９】
　ステップ１０１において、ガイドワイヤ３が、イメージング装置２の視野内に配置され
、イメージング装置２が、ガイドワイヤ３の２次元投影画像を生成する。更に、イメージ
ング装置２の視野内のガイドワイヤ３のロケーションが、追跡装置３、４によって決定さ
れる。ステップ１０２において、２次元投影画像は、ディスプレイ１７を使用することに
よってユーザに表示され、ユーザは、対象検出ユニット５を使用することによって、ガイ
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ドワイヤ３が位置する２次元投影画像内の任意の位置を示すために、マーカを該２次元投
影画像に加える。更に、対象検出ユニット５は、加えられたマーカに基づいて、２次元投
影画像内にガイドワイヤ３の表現を提供する。ステップ１０３において、位置合わせユニ
ット６は、イメージング装置２の視野内のガイドワイヤ３の追跡されたロケーション及び
２次元投影画像内のガイドワイヤ３の表現のロケーションに基づいて、イメージング装置
２と追跡装置３、４との位置合わせを規定する位置合わせパラメータを決定する。ステッ
プ１０１乃至１０３は、位置合わせ方法を形成するものとみなされることができ、かかる
位置合わせ方法は、ガイドワイヤ３が人２５に挿入される前に、介入システムが較正され
る較正プロシージャの間に実施されることができる。
【００４０】
　位置合わせパラメータが決定されたのち、人２５は、イメージング装置２の視野内の支
持手段２６に配置されることができ、それにより、イメージング装置２は、ステップ１０
４において、人２５内の関心領域の２次元投影画像を生成することができる。関心領域は
、好適には、ガイドワイヤ３が領域を通って移動されるべきである人２５内の該領域であ
る。次に、ガイドワイヤ３は、人２５に導入されることができ、ガイドワイヤ３の導入及
び人２５内におけるガイドワイヤ３の移動の間、ガイドワイヤ３のロケーションは、ステ
ップ１０５において、追跡装置３、４によって追跡される。ステップ１０６において、ス
テップ１０４において取得された２次元投影画像内におけるガイドワイヤ３のロケーショ
ンは、ガイドワイヤの追跡されたロケーション３及び決定された位置合わせパラメータに
基づいて決定され、ディスプレイ１７は、２次元投影画像内のガイドワイヤ３の決定され
たロケーションを示す。ステップ１０７において、２次元投影画像内のガイドワイヤ３の
ロケーションのイメージングが止められるべきかどうかがチェックされる。例えば、ユー
ザが、２次元投影画像内のガイドワイヤ３のロケーションのイメージングが止められるべ
きであることを入力ユニット１６を介して介入システムに入力したかどうかがチェックさ
れる。そうである場合、方法はステップ１０８において終わる。そうでない場合、方法は
、ステップ１０５に続く。特に、２次元投影画像内のガイドワイヤ３のロケーションのイ
メージングが止められるべきときまで、ステップ１０５及び１０６は、ループ内で連続的
に実施される。人２５内におけるガイドワイヤ３の移動中にループ内でステップ１０５及
び１０６を実施することによって、ユーザは、必ずしもリアルタイムにＸ線画像を取得す
る必要なしに、人２５内のガイドワイヤ３の移動をリアルタイムにモニタすることができ
る。他の実施形態において、イメージング装置の視野が変更されたかどうかがステップ１
０７においてチェックされることができ、この場合、方法は、ステップ１０４に続くこと
ができる。
【００４１】
　位置合わせシステムは、好適には、３次元ＯＳＳのための半自動ソリューションを、２
次元Ｘ線画像位置合わせに提供する。位置合わせシステムは、好適には、ユーザが例えば
ガイドワイヤ３のようなデバイスをＸ線画像上でマークすることを可能にするように適応
され、この場合、ユーザは、デバイスの曲率に依存して、可変のポイント数を選択するこ
とができる。デバイスは、直線又は曲線によって表現されることができ、デバイスが直線
によって又は曲線によって表現されるべきかの判定は、計算上の制約及び／又は要求され
る正確さに依存しうる。デバイス表現及び３次元ＯＳＳデータの投影を使用して、位置合
わせパラメータが計算される。このようにして、位置合わせは、実質的にデバイスの特性
に関係なく、すなわち実質的にＯＳＳにより追跡されたデバイスの特性に関係なく、達成
されることができる。更に、この位置合わせプロシージャは、特定のイメージングモダリ
ティに制限されない。従って、上述した実施形態において、イメージング装置はＸ線Ｃア
ーム装置であるが、他の実施形態においては、他のＸ線イメージング装置、超音波イメー
ジング装置、磁気共鳴イメージング装置等の他のイメージング装置が、追跡装置と位置合
わせされることができる。
【００４２】
　位置合わせシステムの対象検出ユニットは、ユーザが、マーカを画像に加えるために、
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イメージング装置によって提供される画像に示されるガイドワイヤ３のようなデバイス上
のいくつかのポイントをクリックすることを可能にするグラフィカルユーザインタフェー
スを提供するように適応されることができる。これらのポイントは、好適にはデバイスの
先端上のポイントを有する。
【００４３】
　上述の実施形態において、デバイスの表現、特にガイドワイヤ３の表現は、ユーザによ
って加えられたマーカを直線によって接続することによって提供されるが、他の実施形態
では、表現は、カーブフィッティングプロシージャによって決定されることができ、この
場合、デバイスの高次近似が使用されることができる。結果的に得られる曲線が、曲線上
の画素に隣り合う画素（好適にはピクセル）からの最も大きい強度差を達成するように、
曲線が、加えられたマーカにフィットされることができる。更に他の手法が、曲線をフィ
ットさせるために使用されることができ、個々の手法が最適化され、すなわち最小にされ
又は最大にされるように、曲線が決定される。例えば、個々の曲線上のすべての画素につ
いての血管らしさ（vesselness）応答の合計とすべての近傍の画素の血管らしさ応答の合
計との間の差が、曲線をフィットさせるための尺度として使用されることができる。他の
代替尺度は、例えば一次導関数、エッジ応答等である。血管らしさ応答は、例えば文献"M
odel-Based Detection of Tubular Structures in 3D images" by K. Krissian et al., 
Computer Vision and Image Understanding, volume 80, number 2, pages 130 to 171(2
000)又は文献"Multiscale vessel enhancement -ltering" by A. F. Frangi et al., Med
ical Image Computing and Computer-Assisted Intervention - MICCAI f98, Lecture No
tes in Computer Science, volume 1496, pages 130 - 137 (1998)に開示されるようなヘ
ッセ行列関数として規定されることができ、これらの内容は参照によって本明細書に盛り
込まれるものとする。エッジ応答は、文献"A Computational Approach To Edge Detectio
n" by J. Canny, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 
volume 8, number 6, pages 679 to 698 (1986)に開示されるように決定されることもで
き、その内容は、参照によって本願明細書に盛り込まれるものとする。
【００４４】
　従って、表現は、個々の画像に加えられるマーカだけでなく、個々の画像の画素の画像
値にも基づいて、決定されることができる。血管らしさ応答尺度を使用することによって
図４に示される表現１０と比較してより高いスコアを達成したガイドワイヤ３の表現１２
が、図７に概略的及び例示的に示される。
【００４５】
　一実施形態において、対象検出ユニットは、個々の画像の画素の画像値を使用して個々
の画像内のガイドワイヤ３のロケーションを示すロケーション情報を決定するために、及
び加えられたマーカに基づいて及びロケーション情報に基づいて個々の画像内におけるガ
イドワイヤの表現を決定するように、適応されることができる。特に、対象検出ユニット
は、個々の画像における対象のロケーションを示すロケーション情報を生成するために、
個々の画像にセグメント化アルゴリズムのような対象検出アルゴリズムを適用するように
適応されることができる。ロケーション情報は、例えばセグメント化された対象である。
対象が位置する個々の画像内の任意の位置を示すマーカは、自動的に決定されたロケーシ
ョン情報より信頼性が高いと思われるので、対象検出ユニットは、好適には、個々の画像
内における対象の表現の決定の間、加えられたマーカのロケーションがロケーション情報
より重く加重されるように適応される。例えば、表現を決定するために、表現と加えられ
たマーカとの間の距離の減少とともに低下し、表現と画像値から決定されるロケーション
情報によって示される個々の画像内の対象のロケーションとの間の距離の減少とともに低
下する費用関数が使用されることができ、表現と加えられたマーカとの間の距離は、表現
と画像値から決定されるロケーション情報によって示されるロケーションとの間の距離よ
りも大きく費用関数に寄与する。対象検出ユニットは、費用関数を最小にすることによっ
て表現を決定するように適応されることができる。
【００４６】
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　位置合わせシステムの対象検出ユニットは、ユーザ入力の不正確さを自動的に補正する
ようにも適応されることができる。この自動補正は、図８乃至図１１を参照して以下に例
示的に記述される。
【００４７】
　図８は、２つの異なる取得方向、すなわち投影方向に対応する２つの２次元Ｘ線投影画
像４０、４１を概略的及び例示的に示す。これらの画像４０、４１において、ガイドワイ
ヤ３は、ユーザにとって可視であり、ユーザは、Ｘ線画像４０、４１において、ガイドワ
イヤ３のロケーションを示すためにマーカ４２を雑に加えた。画像４０、４１は更に、位
置合わせの前に追跡装置によって提供されたガイドワイヤ３のロケーション４３を示す。
更に、画像４０、４１は、個々の投影方向を表すために人３２を表示している。他の例に
おいて、追跡装置及び／又は人３２によって提供されるガイドワイヤ３のロケーション４
３が、この段階で表示されなくてもよい。
【００４８】
　対象検出ユニットは、ユーザにより示されたポイント４２に基づいて最小費用を有する
個々の画像内の経路を検出することによって、個々の画像４０、４１内のガイドワイヤ３
のロケーションを表すロケーション情報を決定するように適応されることができ、ここで
、費用は、血管らしさ応答の関数でありうる。例えば、経路上の画素の血管らしさ応答に
依存し及び経路とユーザにより示されたポイント４２との間の距離に依存する費用関数が
最小にされるように、経路が検出されることができる。図９は、図８に示される左の画像
４０についてこのような検出された経路５０を概略的及び例示的に示す。
【００４９】
　図１０は、図８に表示される右の画像４１についてこのような検出された経路５１を概
略的及び例示的に示す。対象検出ユニットは更に、ロケーション情報に依存して、すなわ
ち検出された経路５０、５１に依存して、加えられたマーカの位置を補正するように適応
されることができる。特に、これらの経路５０、５１が検出されたのち、個々の経路５０
、５１上の画素の血管らしさ応答の平均スコアが、計算されることができ、平均費用とみ
なされることができるこの尺度は、個々の加えられたマーカ４２の対応する尺度と比較さ
れることができ、すなわち、この実施形態では個々のマーカ４２の血管らしさ応答と比較
されることができる。個々の経路５０、５１についての平均尺度と個々の加えられたマー
カ４２についての尺度との間の差が、予め規定された閾値より大きい場合、個々の加えら
れたマーカ４２の近傍において、計算された尺度より小さい差を有する尺度が個々の経路
５０、５１について計算される画素又は隣接する画素のグループが、検索される。このよ
うにして、個々のマーカ４２の位置は、それに応じて位置をシフトすることによって自動
的に補正されることができる。ガイドワイヤ３の表現は、それらを自動的に補正するため
にシフトされた及びシフトされないものでありうるマーカに基づいて決定されることがで
きる。
【００５０】
　図１１は、雑に加えられたマーカ４２に基づいてまず実施される位置合わせの結果を例
示的に示す。図１１から分かるように、位置合わせが実施されたのち、追跡装置によって
提供されたガイドワイヤ３のロケーション４３は、個々の画像４０、４１に表示されるガ
イドワイヤ３のロケーションに非常によくフィットしており、ただし、最初に加えられた
マーカ４２は、個々の画像４０、４１内のガイドワイヤ３のロケーションを非常に雑に示
すにすぎない。
【００５１】
　上述された実施形態において、追跡装置は、ＯＳＳを使用することによってデバイスを
追跡するように適応されるが、他の実施形態において、更に、電磁トラッキング技法のよ
うな他のトラッキング技法が使用されることもできる。更に、上述の実施形態において、
位置合わせが介入アプリケーションにおいて使用されているが、別の実施形態では、位置
合わせは、対象を追跡する追跡装置と対象をイメージングするイメージング装置との間の
位置合わせを必要とする別のアプリケーションにおいて使用されることもできる。
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【００５２】
　マーカがそれぞれ異なるビューに（すなわちそれぞれ異なる投影方向に対応する異なる
画像に）加えられる場合、これらのマーカは、ガイドワイヤ上の同じ物理的ポイントをさ
す必要はない。ユーザは、それぞれ異なるビューにおけるポイントの対応付けに煩わされ
ることなく、ガイドワイヤ上の任意のポイントを識別すればよいだけであるので、これは
、改善されたユーザフレンドリネスにつながる。更に、識別されたポイントの対応付けに
ついての推測は必要とされないので、すなわち、対応付けの不整合から生じる不正確さが
ないので、位置合わせは非常にロバストである。更に、物理的なマーカ素子をガイドワイ
ヤに物理的に取り付ける必要がなく、それに対応して、これらの物理的なマーカ素子が画
像内で認識される必要がないので、物理的な技術的なマーカが特定のビューにおいて可視
でない場合に問題になりうるフォアショートニングは、図１乃至図１１を参照して上述さ
れた位置合わせシステム及び方法を使用する場合には問題ではない。位置合わせは更に、
個々の画像において可視である解剖学的構造についての推測を必要としない。更に、位置
合わせは、介入プロシージャが始まる前、較正ステップの間に実施されることができる。
しかしながら、位置合わせは、当然ながら介入プロシージャの間にも実施されることがで
きる。更に、位置合わせプロシージャは、低い品質画像に、例えば低線量蛍光透視画像に
基づくことができ、画像品質は、ただ、ユーザがマーカを画像に加えることを可能にする
に十分であればよい。
【００５３】
　上述した実施形態において、対象検出ユニットは、加えられたマーカに基づいて複数の
ラインセグメント又は曲線を決定することによって、個々の画像におけるガイドワイヤの
表現を決定するように適応されるが、他の実施形態では、対象検出ユニットは更に、例え
ば複数のラインセグメント又は曲線を決定することなく、個々の画像において対象の表現
として加えられたマーカを提供するように適応されることもできる。この場合、位置合わ
せユニットは、イメージング装置の視野内のガイドワイヤの追跡されたロケーション及び
個々の画像に加えられたマーカのロケーションに基づいて、位置合わせパラメータを決定
するように適応される。図１２は、イメージング装置の視野内のガイドワイヤの追跡され
たロケーション及び個々の画像に加えられたマーカのロケーションに基づいて、位置合わ
せパラメータを決定する位置合わせプロシージャを概略的及び例示的に示す。
【００５４】
　図１２は、ガイドワイヤ３が位置する個々の投影画像７、８内の任意の位置を示すため
にユーザによって加えられたマーカ９を有する２つの２次元投影画像７、８を示す。破線
１１は、追跡装置によって追跡されたガイドワイヤ３の投射されたロケーションを示し、
矢印１９は、加えられたマーカ９と、投影されたロケーション１１上の個々の最も近いポ
イントとの間の距離を示す。位置合わせユニットは、追跡装置の座標系とイメージング装
置の座標系との間の空間変換を決定することによって、位置合わせパラメータを決定する
ように適応されることができ、かかる空間変換は、距離１９を最小にし、特に二乗距離の
和又は加えられたマーカ９と投影されたロケーション１１との間の偏差を示す別の尺度を
最小にする。
【００５５】
　上述した実施形態において、ユーザは、マーカを２つの異なる投影画像に加えたが、他
の実施形態では、ユーザは、マーカをすべての投影画像にではなく、第１の投影画像にの
み加えることもでき、この場合、第１の投影画像について、対象の第１の表現が、加えら
れたマーカに基づいて提供されることができる。別の投影画像、すなわち第２の投影画像
において、対象の第２の表現が、第２の投影画像の画像値に基づいて決定されることがで
きる。例えば、第２の投影画像のガイドワイヤのロケーションを表すロケーション情報は
、第２の画像の画像値に基づいて決定されることができる。特に、セグメント化アルゴリ
ズムが、第２の画像のガイドワイヤをセグメント化するために第２の投影画像に適用され
ることができ、セグメント化されたガイドワイヤは、ロケーション情報であるとみなされ
ることができ、この例では、第２の表現であるともみなされることができる。位置合わせ
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ユニットは、イメージング領域のガイドワイヤの追跡されたロケーション、並びに第１及
び第２の投影画像におけるガイドワイヤの第１及び第２の表現のロケーションに基づいて
、位置合わせパラメータを決定するように適応されることができる。位置合わせプロシー
ジャの間、第１の表現は、第２の表現よりも信頼性が高いと考えられるので、第１の表現
は、好適には、第２の表現より大きい重みを受け取る。
【００５６】
　画像位置合わせを具体化するためにデバイスローカライゼーションを支援するためにユ
ーザにとってユーザフレンドリな多くの方法が提供されることができる。これらの方法は
、（１）全体の画像より小さいＲＯＩを規定することによるユーザ支援、（２）アルゴリ
ズムの結果からデバイスセグメントを選択することによるユーザ支援、又は（３）アルゴ
リズムにより要求される位置にデバイスを位置付けることによるユーザ支援、を含む。
【００５７】
　一実施形態において、ユーザは、投影画像を表示する画面上でＲＯＩを移動させること
によって、デバイスポイントの位置を示す。ＲＯＩは、さまざまな方向において移動され
ることができ、そのサイズは、拡大又は縮小することによって調整されることができる。
アルゴリズムは、この制限されたユーザ規定される領域において１又は複数のデバイスポ
イントを探す。
【００５８】
　ＲＯＩの配置及び位置決めは、（矢印ボタンを使用することによって）現在のタッチス
クリーンモニタ装置（ＴＳＭ）、及びユーザが画像を見て、入力を提供するためにそれら
に触れることができるより新しいＴＳＭデバイス、から行われることができる。図１３（
ａ）－（ｃ）において、デバイスローカライゼーションは、投影画像６７、６８、６９上
の長方形を移動させることによってある。ユーザは、ＲＯＩを示すために、長方形５２を
提供される。ユーザは、ＴＳＭボタンを通じて、図１３（ａ）－（ｃ）に示すようにデバ
イスの先端に長方形５２を移動させ、サイズ変更する（ズームする）。ＲＯＩが、図１３
（ａ）に示されている。ここで、ＲＯＩは、長方形５２の形であるが、領域を規定する任
意の閉じた形式でありうる。ユーザは、投影画像６８の先端５３の方へ図１３（ｂ）のＲ
ＯＩの長方形５２を移動させ、位置を固定する。図１３（ｃ）に示される段階では、アル
ゴリズムは、提供されたＲＯＩ長方形５２内の先端を自動的に検出し、その結果を投影画
像６９に示す。この段階では、アルゴリズムは、提供されたＲＯＩ長方形５２内の先端５
３を自動的に検出し、結果を表示する。
【００５９】
　更に、システムは、例えば境界ボックスのような関心領域をモニタに表示し、ユーザに
、位置合わせのために画像を使用する前に、ボックス内にデバイス先端を位置付けるよう
求めることができる。
【００６０】
　図１４（ａ）－（ｃ）において、デバイスローカライゼーションは、ＲＯＩ内でデバイ
スを移動させることによる。システムは、投影画像を表示する画面５５上にＲＯＩを示す
長方形５４を提示する。ユーザは、この長方形内にデバイス５６を位置付け、Ｘ線位置合
わせを具体化する際に使用する画像としてその画像を受け入れる。ＲＯＩ長方形５４は、
デバイスが見つけられることが期待される場所に提示される（図１４（ｂ））。ユーザは
、規定された／強調表示されたＲＯＩ長方形５４内にデバイスを位置付け、Ｘ線画像を取
得する。
【００６１】
　アルゴリズムは、提供されたＲＯＩ長方形５４内の先端５７を自動的に検出し、その結
果（図１４（ｃ）の先端５７における画像内のドット）を表示する。
【００６２】
　代替として、ユーザは、画像解析アルゴリズムを適用することによって得られた候補結
果の組からデバイスポイントを選ぶことができる。各々のＴＳＭボタンタッチは、画像に
表示される別の候補結果にフォーカスをタブ付けする（タブナビゲーション）。正しいポ
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イントにフォーカスが合うとき、ユーザは、デバイスポイントとしてこれを設定する。タ
ッチセンシティブ画面において、ユーザは、表示された候補結果の１又は複数の上／周囲
を単に触れることによってポイントを示すことができる。
【００６３】
　図１５（ａ）－（ｃ）において、選択は、投影画像（又は画像）７０、７１、７２の自
動検出された先端候補から行われる。アルゴリズムは、デバイス先端の複数の候補を検出
する。ユーザは、検出閾値を変更し、及び／又は実際の先端に対応する候補ポイントを選
択することができる。図１５（ａ）において候補先端ロケーション５８'、５８''、５８'
''、５８''''、５８'''''が、自動的に提示される。ユーザは、検出閾値を増大すること
によって、図１４（ｂ）に示すように検出先端（５８'、５８''、５８'''''）の数を低減
することができる。ユーザは、検出された先端位置にタブ付けするためにＴＳＭを押す。
図１４（ｃ）には、星で特徴付けられた選択された実際の先端５８'が示される。更に、
星で特徴付けられた５８'''''が選択されるべき次のものを示す。
【００６４】
　図１６（ａ）、（ｂ）において、デバイスローカライゼーションは、投影画像７３、７
４において規定された解剖学的位置にデバイスを移動させることによる。システムは、例
えば図１６（ａ）の５９、６０、６１、６２、６３のような特定の解剖学的ロケーション
にデバイスを位置付けるように、ユーザにリクエストする。リクエストされた位置にデバ
イスを有するＸ線画像は、位置合わせに使用する画像として、ユーザによって受け入れら
れる。ここでリクエストされた位置は６０である。デバイスは、要求された位置６０にナ
ビゲートされ、その時点ですぐにＸ線画像が位置合わせのために使用される。
【００６５】
　更に、システムは、予め規定された解剖学的位置（解剖学的情報は、計画ステップのＸ
線／ＣＴ位置合わせ結果からアルゴリズムに対し利用可能でありうる）にＲＯＩを設定す
ることができる。デバイス先端が、期待されるロケーションの近くにくると、オペレータ
は、位置合わせのためにＸ線画像を取得する。
【００６６】
　システムは、ユニークなラベルを有する複数ＲＯＩを表示することができ（ＲＯＩは、
規則的なグリッドとして位置付けられることができ、又は画像解析アルゴリズムの関数と
して位置付けられることができる）、ユーザは、デバイスを示すために１又は複数のＲＯ
Ｉを選ぶ。ユーザは、１又は複数のＲＯＩを選択するために、ボイスコマンド、ＴＳＭボ
タン、タッチスクリーン又はマウスを使用することができる。
【００６７】
　図１７は、投影画像７５上の複数ＲＯＩからの選択を示す。システムは、ユーザが選ぶ
べき例えば６５'、６５''、６５'''のような複数のＲＯＩを提供する。ユーザは、ＲＯＩ
の識別子を読み上げることによって、又は、触れる、クリックする又はタブを使用するこ
とによって、１又は複数のＲＯＩを選択する。ＲＯＩは、規則的な格子構造を有すること
ができ、自動的にサイズ設定をされることができ、階層的でありうる。例えば、ＲＯＩが
選択されると、同じグリッド処理が、より制限された領域を規定するために、選択された
ＲＯＩに適用されることができる。
【００６８】
　ある例では、先端に加えて、画像内にデバイスのエントリポイントを提供することも望
ましいことがある。図１８において、スライダ６６が、この目的のためにワイヤの入口位
置を規定するために使用される。ワイヤ入口の位置を画像に規定するために、スライダ６
６が、図１８に示されるように使用されることができる。ユーザは、入口ポイント７７の
ロケーションにスライダを移動させる。図の下方で、スライダのセグメントは、デバイス
の入口領域を規定する。赤いセグメントの幅は、調整されることができる。
【００６９】
　本発明は、より効率的であると考えられる場合は上述の方法の任意のものを組み合わせ
ることができる。例えば、視野内に複数のデバイスがあってもよく、その場合、ユーザに
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まずＲＯＩを標示させ、次いでアルゴリズム結果から候補を選択することが有用でありう
る。
【００７０】
　更に、複数のビューが位置合わせのために使用される場合、１つのビューにおける任意
の入力は、他のビューに提示される結果を改善するために使用されることができる。例え
ば、先端が、ユーザ入力により第１のビューにおいて検出される場合、第２のビューにエ
ピポーラ線が表示されることができ、及び／又はエピポーラ線の周囲のポイント候補のみ
が、有効なオプションとして提示されることができる。提示される長方形が、それが計算
されたエピポーラ線に中心をおかれ、この線に沿ってのみ移動するように、提示されるこ
とができる。
【００７１】
　上述の実施形態において、イメージング装置と追跡装置との位置合わせを規定する位置
合わせパラメータを決定するための特定の方法が記述されたが、他の実施形態において、
位置合わせユニットは、別のやり方で位置合わせパラメータを決定するように適応される
ことができる。例えば、ユーザが、マーカを、それぞれ異なる投影方向に対応するいくつ
かの２次元投影画像に加えたのち、位置合わせユニットは、異なる２次元投影画像に加え
られたマーカに基づいて、対象の３次元ロケーションを決定することができ、位置合わせ
パラメータは、２次元投影画像に加えられたマーカから導き出されたこの３次元ロケーシ
ョンと、追跡装置によって提供される対象の３次元ロケーションとに基づいて、決定され
ることができる。
【００７２】
　上述の実施形態において、イメージング装置が、２次元画像を提供するために適応され
、対象検出ユニットが、ユーザが、対象が位置する２次元画像内の任意の位置を示すため
にマーカを該２次元画像に加えることを可能にするように適応されているが、他の実施形
態おいて、イメージング装置は、コンピュータトモグラフィ画像、磁気共鳴画像、Ｘ線Ｃ
アームシステムによって取得されるさまざまな異なる２次元投影画像から再構成される３
次元画像、その他のような、対象の３次元画像を生成するように適応されることもでき、
対象検出ユニットは、ユーザがマーカを３次元画像に加えることを可能にし、加えられた
マーカに基づいて３次元表現を提供するように適応されることができる。この場合、位置
合わせユニットは、イメージング装置の視野内の対象の追跡された３次元ロケーションと
、３次元画像における対象の表現の３次元ロケーションとに基づいて、位置合わせパラメ
ータを決定するように適応されることができる。
【００７３】
　追跡装置がイメージング装置と位置合わせされたのち、追跡デバイスと位置合わせされ
たイメージング装置及び他のイメージング装置が、互いに位置合わせされる場合は、対象
の追跡されたロケーションは、イメージング装置によって取得されずに他のイメージング
装置によって取得された他の画像において表示されることもできる。これらの他の画像は
、介入プロシージャの前又は介入プロシージャの間に取得されたものでありうる例えばコ
ンピュータトモグラフィ画像、磁気共鳴画像等でありうる。
【００７４】
　図１を参照して上述された介入システムは、アブレーションプロシージャを実施するよ
うに適応されているが、他の実施形態において、介入システムは、別の介入プロシージャ
を実施するように適応されることができる。更に、位置合わせシステム及び位置合わせ方
法が、追跡装置とイメージング装置との位置合わせを必要とする、他の非介入プロシージ
ャにおいても使用されることができる。
【００７５】
　開示された実施形態に対する他の変更は、図面、開示及び添付の請求項の検討から、請
求項に記載の本発明を実施する際に当業者によって理解され達成されることができる。
【００７６】
　請求項において、「有する、含む（comprising）」という語は、他の構成要素又はステ
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ップを除外せず、不定冠詞「a」又は「an」は複数性を除外しない。
【００７７】
　単一のユニット又は装置が、請求項に列挙されるいくつかのアイテムの機能を果たすこ
とができる。特定の手段が相互に異なる従属請求項に列挙されているという単なる事実は
、これらの手段の組み合わせが有利に使用されることができないことを示さない。
【００７８】
　グラフィカルユーザインタフェースの提供、加えられたマーカに基づく画像内における
対象の表現の決定、１又は複数のユニット又は装置によって実施されるプロシージャは、
任意の他の数のユニット又は装置によって実施されることができる。位置合わせ方法に従
う位置合わせシステムの制御、及び／又はイメージング方法に従うイメージングシステム
の制御は、コンピュータプログラムのプログラムコード手段として及び／又は専用ハード
ウェアとして、実現されることができる。
【００７９】
　コンピュータプログラムは、他のハードウェアと共に又はその一部として供給される、
例えば光学記憶媒体又はソリッドステート媒体のような適切な媒体に記憶され／配布され
ることができるが、他の形式で、例えばインターネット又は他のワイヤード又はワイヤレ
ス通信システムを通じて配布されることもできる。
【００８０】
　請求項における任意の参照符号は、その範囲を制限するものとして解釈されるべきでな
い。
【００８１】
　本発明は、Ｘ線Ｃアームデバイスのようなイメージング装置を、光学形状センシング追
跡装置のような追跡装置と位置合わせする位置合わせシステムに関する。対象検出ユニッ
トは、ａ）ユーザが、対象上の任意の位置を示すためにマーカを対象の画像に加えること
を可能にし、ｂ）加えられたマーカに基づいて対象の表現を提供する、ように適応され、
位置合わせユニットは、追跡装置によって追跡される対象のロケーションと表現のロケー
ションとに基づいて、位置合わせパラメータを決定する。この種の位置合わせは、ユーザ
にとって可視である画像内の任意の対象について実施されることができ、それにより、位
置合わせのために様々な種類の対象を使用することを可能にする。
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